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１．概要
　こどもから若者までの施策を総合的に企画及び推進のため、組織機構の見直しがおこなわれます。

○新たな部・課の設置と再編

・「こども未来部」を新設

こども未来部に「こども未来課」「保育幼稚園課」「こども家庭支援課」を配置

・児童クラブに関する業務を学校教育課から「こども未来課」に移管

（こども未来課）

・こどもの政策関係、児童手当、児童扶養手当、児童館、児童クラブ等

（保育幼稚園課）

・幼稚園、保育所、認定こども園、病児病後児保育、つどいのひろば等

（こども家庭支援課）

・児童虐待、母子保健、育児支援等

部 係 部 課 係

福祉総務係 こども政策係

障がい者福祉係 児童育成係

福祉総合相談室 　木津児童館

支援係 　小谷児童館

保護係 　児童クラブ

高齢者福祉係 保育幼稚園課 保育幼稚園係

介護保険係 こども福祉係

健康総務係 母子保健係

保健予防係 教育総務係

こども政策係 教育施設整備係

保育幼稚園係 学務係

学校教育係

教育総務係 学校給食センター

教育施設整備係 生涯学習係

学務係（児童クラブ） 社会体育係

学校教育係 図書館

学校給食センター

生涯学習係

社会体育係

図書館

【改正前】 【改正後】
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子ども・子育て会議

令和７年４月１日　木津川市組織改正（こども関係概要）
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